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(57)【要約】
　手術室において使用するためのポンプデバイス(1)に
関し、関連するポンプデバイス(1)と内視鏡(20)とによ
り構成された設備に関する。手術室において使用するた
めの本発明に係るポンプデバイス(1)は、ポンプ(3)とコ
ントロールユニット(4)とを備えたポンプユニット(2)と
、ポンプユニット(2)に取り付けられたポンプチューブ(
5)とを備える。ポンプユニット(2)は、ポンプユニット(
2)の作動状態を表示するために、コントロールユニット
(4)により作動される光源(7)を更に備える。ポンプホー
ス(5)は、ポンプホース(5)に沿って延びる光ファイバー
(8)を有し、光ファイバー(8)の第１の端部(9)は、制御
可能な光源(7)からの光を連結するように設計されてい
る。本発明の設備は、本発明のデバイス(1)と内視鏡(20
)とを備え、手術領域に洗浄液を送るように設計されて
いる。ポンプホース(5)の自由端(6)は、洗浄液を送るた
めに内視鏡(20)に接続されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポンプ(3)とコントロールユニット(4)とを備えたポンプユニット(2)、及びポンプユニ
ット(2)に接続されたポンプチューブ(5)を含む、手術室において使用するためのポンプデ
バイスにおいて、
　前記ポンプユニット(2)は、前記ポンプユニット(2)の作動状態を表示するために、前記
コントロールユニット(4)によって作動可能な光源(7)を含み、前記ポンプチューブ(7)は
、前記ポンプチューブ(5)に沿って延びる光ファイバー(8)を有し、
　前記光ファイバー(8)の第１の端部(9)は、前記作動可能な光源(7)からの光を連結する
ために設けられたことを特徴とする、ポンプデバイス。
【請求項２】
　前記光源(7)は、可視範囲の外側の光を放射するように構成され、好ましくは紫外線を
出力するように構成され、そして、好ましくは第２の端部で、光源(7)からの放射を可視
光に変換するための変換エレメントが設けられていることを特徴とする、請求項１に記載
のデバイス。
【請求項３】
　前記光ファイバー(8)は、その第１の端部(9)と第２の端部(10)との間の光出口のための
１つ以上のフォルト(11)を有し、前記フォルト(11)が、光ファイバー(8)の外側の切り込
みであることを特徴とする、請求項１又は２に記載のデバイス。
【請求項４】
　互いに隣接する２つのフォルト(11)の間の距離は、それぞれの場合において、前記光フ
ァイバー(8)の第１の端部(8)から第２の端部(10)に向かって減少することを特徴とする、
請求項３に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記光源(7)は、色を可変することができ、前記コントロールユニット(4)は、好ましく
は、前記光源(7)の色の変化を制御するように構成されたことを特徴とする、請求項１か
ら４のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記コントロール装置(4)は、流れ方向により前記光源(7)の色を変更するように構成さ
れていることを特徴とする、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記コントロール装置(4)は、吐出量により前記光源(7)を脈動させるか、又は点滅させ
るように構成されたことを特徴とする、請求項１から６のいずれか一項に記載のデバイス
。
【請求項８】
　前記ポンプ装置(2)は、前記ポンプユニット(2)の動作パラメータ及び／又はポンプで吸
引される流体の特性を監視するための１つ以上のセンサー(15)を有し、前記コントロール
装置(4)は、好ましくは、前記光源(7)により単一のセンサー又は複数のセンサー(15)から
の測定値を表示するように構成された、請求項１から７のいずれか一項に記載のデバイス
。
【請求項９】
　前記光ファイバー(8)は、前記ポンプチューブ(5)の外側に設けられ、前記光ファイバー
(8)は、好ましくは、前記ポンプチューブ(5)上に接着接合され若しくは前記ポンプチュー
ブ(5)と同時に押出し成形され、又は前記ポンプチューブ(5)は、マルチルーメンチューブ
であり、前記光ファイバー(8)が前記マルチルーメンチューブの室を通して案内され若し
くは前記マルチルーメンチューブと同時に押出し成形されることを特徴とする、請求項１
から８のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記作動可能な光源(7)は、前記ポンプチューブ(5)に設けられ、好ましくは、前記ポン
プチューブ(5)の自由端(6)に設けられ、そして前記光ファイバー(8)の代わりの前記ポン
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プチューブ(5)に沿って延びる電線により前記ポンプユニット(2)のコントロールユニット
(4)に接続されたことを特徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載のデバイス。
【請求項１１】
　ポンプデバイス(1)及び内視鏡(20)を備えた設備であって、
　請求項１から１０のいずれか一項に記載のポンプデバイスと、一つに纏められた内視鏡
(20)とは、手術領域にリンス液を供給するように構成されており、前記ポンプチューブ(5
)の自由端(6)は、リンス液を供給するために前記内視鏡(20)に接続されていることを特徴
とする、設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手術室で使用されるポンプデバイス、及び関連するポンプデバイスと内視鏡
とにより構成された設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ポンプは、医療機器の一部として、または医療機器に接続された個別のユニットとして
手術室のための医療工学の分野においてしばしば見られる。その例としては、吸引ポンプ
または人工心肺が含まれる。ポンプは、手術領域にリンス液を供給するために使用されて
おり、それにより切除された組織と血液を、手術領域から洗い流すことができる。
【０００３】
　低侵襲心臓手術の分野においては、ポンプにより手術領域に、又は手術領域を含む体腔
にリンス液を導入することが知られている。その動作中においては、執刀医が内視鏡を通
して手術領域を容易に見ることができるような方法で、体腔がリンス液によって満たされ
、広げられている。ここで、リンス液は、規則的に供給されており、任意に、内視鏡自身
により再び取り外される。更に、継続的にリンス液を流すことは、浮遊物質などにより視
界が曇ることを避けることができる。さらに、切除された組織及び血液を洗い流すことが
できる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　手術室において使用される先行技術に係る関連するポンプは、その作動状態に関する情
報、例えば、そのハウジング上に設けられたディスプレイを通して、ポンプ又は吐出量の
基本的な最新の状態を提供する。一般的に、ポンプのハウジング又はその上に設けられた
ディスプレイは、執刀医の視界の中にはなく、したがって、彼は適切に手術中にポンプの
方向に向く必要があり、又はディスプレイ上に示された情報を得るためにポンプの作動状
態に関して、手術を補助する人に尋ねる必要がある。この先行技術は、実際に行われてい
る手術において、執刀医の集中が前述の両方の場合に中断されるため、不利なものである
。
【０００５】
　したがって、本発明は、先行技術の欠点を有することなく、又は少なくとも減縮された
程度の欠点しか有していないポンプを開発するという目的に基づいている。
【０００６】
　この目的は、主請求項に従ったポンプデバイスにより、及び請求項１０に従った設備に
より達成される。有利な開発は、従属クレームの主題である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　それによれば、本発明は、手術室において使用するためのポンプデバイスに関し、ポン
プとコントロールユニットとを備えたポンプユニットと、ポンプユニットに接続されたポ
ンプチューブとを含むポンプデバイスに関する。そこにおいて、ポンプユニットは、ポン
プユニットの作動状態を表示するために、コントロールユニットによって作動可能な光源
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を含み、ポンプチューブは、ポンプチューブに沿って延びる光ファイバーを有している。
そこにおいて、光ファイバーの第１の端部は、作動可能な光源からの光を連結するために
配置されている。
【０００８】
　更に、本発明は、本発明に係るポンプデバイスと、手術領域にリンス液を供給するよう
に構成された内視鏡とにより形成された設備に関する。そこにおいて、本発明に係るポン
プデバイスのポンプチューブの自由端は、リンス液を供給するための内視鏡に接続されて
いる。
【０００９】
　ポンプユニットの作動状態を反映する光源からの光が連結されている光ファイバーに基
づいて、ポンプチューブに沿って延びていることが本発明に従って提供されており、執刀
医が、実際に行われている手術のための彼の集中がその処理において邪魔されることなく
、対応する情報を実質的についでに認識することができるように、手術領域の直ぐ近くに
おいてポンプユニットの作動状態に関する情報を表示することが可能である。ここで、本
発明は、手術室において使用するためのポンプデバイスのポンプチューブの自由端が、実
際の手術領域に、又はその近傍に規則的に導入される状況を利用するものであり、その結
果、ポンプチューブに沿って延びている、本発明によって提供される光ファイバーが、手
術領域の直ぐ近くに案内される。光ファイバーの第２の端部において、第１の端部で連結
された光が再び表出して、光の点として執刀医が見ることができる。本発明に係る光源が
作動する結果、光のこの点は執刀医にポンプの作動状態に関する情報を供給している。
【００１０】
　光ファイバーの第２の端部は、ポンプチューブの端に配設することができる。この場合
、光ファイバーの第２の端部は、好ましくは、ポンプチューブの自由端から０ｃｍ～５ｃ
ｍの間の距離の領域内に配設される。
【００１１】
　光ファイバーがポンプチューブの端に案内されている場合、光は、例えば、通常透明な
ルアーロックコネクターの中に直接的に放射され、そこから光が拡散的に放射される。こ
こで、光源は、非可視光線、例えば紫外線を放射し、その後、変換エレメント、例えば、
チューブコネクタに設けられた、例えば燐エレメントにより、可視光線に変換されて、発
光されるよう構成することが可能である。
【００１２】
　また、光ファイバーの第２の端部をポンプチューブの自由端から引っ込ませて配置する
ことは好ましいものである。光ファイバーの第２の端部のこのように引っ込ませて配置す
る結果、光ファイバーの第２の端部が、執刀医の通常の視界の中に配置されることを確保
することが可能であるが、同時に、ポンプチューブの自由端を、例えば、液体を吸引する
ために、手術領域の中に案内するときでさえ、実際の手術領域を照らしてはいない。光フ
ァイバーの第２の端部は、ポンプチューブの自由端から、好ましくは１０ｃｍから５０ｃ
ｍに、より好ましくは２０ｃｍから４０ｃｍに配置される。
【００１３】
　光ファイバーがその２つの端部の間に光出口のための１つ以上のフォルト（きず）を持
つことは望ましいことである。そこで、それぞれのフォルトは光の点として執刀医に認識
可能である。実際には、１つを超えるフォルトが設けられた場合、少なくとも１つのフォ
ルトが、従って、少なくとも１つの光の点が、手術領域の中に、または手術領域へのポン
プチューブのガイダンスと無関係に、執刀医の通常の視界に中へ配置されることを確実な
ものとすることが可能である。
【００１４】
　そのフォルトは、好ましくは光ファイバーの外側につけた切り込みとして設けられる。
複数のフォルトが設けられた場合、光ファイバーの第１の端部から第２の端部に向かうポ
ンプチューブに沿って、それぞれの場合において互いに隣接する２つのフォルトの間の距
離が減少することは望ましいものである。したがって、距離を適切に選択した場合には、
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ほぼ同じ光の量を、チューブの単位長さ当たりに出力することができる。フォルトが存在
する場合には、光ファイバーの第２の端部が、自由であり、従って、光の追加の点として
機能することができる。しかしながら、フォルトだけが光の点として機能するように、光
ファイバーの第２の端部を代替的に覆ってもよい。
【００１５】
　作動可能な光源としては、好ましくは色の可変である。ここで、コントロールユニット
によって光源の色の変化を制御することができる場合、それは特に好ましい。これは移動
可能なカラーフィルターによって達成することができる。しかしながら、全体として、光
源の所望の色が設定されるように、強度の点において個々に作動することができる異なる
色を備えた複数の発光体を備えている場合、それは特に好ましい。異なる色付きの発光体
としては、赤、緑、そして青、そしてその上に任意に白い色を含むことが好ましい。
【００１６】
　作動可能な光源としては、好ましくは、発光ダイオード(ＬＥＤ)を含むものでもよい。
ＬＥＤは、オンオフ処理の多くの切り替え動作の場合においてさえ、その長寿命により際
立っている。さらに、また、ＬＥＤは、赤、緑、青、及び白の色が利用可能であり、異な
る色を持つ発光体により調整できるため好ましい。
【００１７】
　コントロール装置は、好ましくは、光源を、ポンプによって設定された吐出量により振
動又は点滅させるように構成されてもよい。この明細書においては、「脈動」は、光源の
強度が規則的に変化することを意味し、好ましくは消えることがない。「点滅」は、光源
のオンオフの周期的な切り替えを意味する。
【００１８】
　更に、コントロール装置は、好ましくは、流れる方向により光源の色を設定するように
構成されてもよい。この結果、流出用ポンプチューブ上のものとは異なっている色で流入
用ポンプチューブ上の発光点が光ることを確実なものとすることが可能である。前記の発
光点は、例えば、フォルト、及び／又は光ファイバーの第２の端部で認識可能である。
【００１９】
　また、ポンプ装置は、好ましくは、ポンプユニットの動作パラメーター、及び／又はポ
ンプで吸引される流体の特性、例えばその温度を、監視するための１つ以上のセンサーを
有していてもよい。そこで、コントロール装置は、好ましくは、光源の色が測定値により
好ましく変更されて、光源により単数又は複数のセンサーの測定値を表示するように構成
されてもよい。例として、ポンプで吸引される流体の温度を測定することは可能であり、
そして緑は、－温度が所定の温度範囲内にあるとして－、光源の色として設定することが
でき、一方、その光源の色が、所定範囲から温度の偏差が存在する場合には赤に変更され
る。しかしながら、また、測定値、又は意図した値からの測定値の偏差を、発光体などの
速い点滅で表示することも可能である。
【００２０】
　光ファイバーは、ポンプチューブの外側に設けることができる。そうすることにおいて
、光ファイバーは、ポンプチューブに、例えば接着剤により、固定することができる。ま
た、ポンプチューブと同時押し出しで形成されることは光ファイバーにとって可能である
。ポンプチューブが少なくとも部分的に透明である場合、光ファイバーをポンプチューブ
に埋め込むことができる。
【００２１】
　また、ポンプチューブは、マルチルーメンチューブになりうるものであり、好ましくは
、マルチルーメンチューブの室を通して案内され、又はマルチルーメンチューブと同時押
し出し形成されている光ファイバーを含む、少なくとも部分的に透明なマルチルーメンチ
ューブになりうる。例えば、マルチルーメンチューブの残りの室においては、内視鏡検査
照明、又はレーザーアプリケーションなどのための光ファイバーを、液体を送るための室
の隣りに案内することができる。
【００２２】
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　ポンプデバイスには、内視鏡による最小の侵襲性の介入の場合において、リンス液用の
ポンプデバイスが好適であり、そこにおいて、リンス液は内視鏡自身により手術領域に導
入される。この目的のために、好ましくは、ポンプチューブの自由端は、関連する内視鏡
に対して接続するように設けられている。また、本発明は、本発明に係るそのようなポン
プユニット、及びそのような内視鏡の関連する設備に関しており、そこにおいて、ポンプ
チューブの自由端は、内視鏡に接続される。上記の説明は、以後の説明のために参照され
る。
【００２３】
　また、作動可能な光源が、ポンプユニットには設けられていないが、その代りに、ポン
プチューブに設けて、そして光ファイバーの代わりにポンプチューブに沿って延びる電線
によりポンプユニットのコントロールユニットに接続することも可能である。ここで、ポ
ンプチューブ上の光源の位置は、望むように選択することができるが、特に、ポンプチュ
ーブの自由端に設けることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本発明に係るポンプデバイスの第１の実施例を示す。
【図２】図２は、本発明に係るポンプデバイスの第２の実施例を示す。
【図３】図３のａ及びｂは、図１及び図２に係るポンプデバイスのためのポンプチューブ
の２つの実施例の変形例を示す。
【図４】図４は、ポンプデバイスと内視鏡で作られた本発明に係る配置の第１の実施例を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　ここで、本発明は、添付の図面を参照して、有利な実施例に基づいて典型的な方法で述
べられる。
【００２６】
　図１は、手術室において使用するための、本発明に係るポンプデバイス１を概略的に示
している。ポンプデバイス１は、ポンプ３及びコントロールユニット４を備えるポンプユ
ニット２を含む。ポンプ３はコントロールユニット４により制御することができる。この
目的のために、また操作要素(ここでは表示せず)が、ポンプユニット２に設けられており
、それによって、ポンプユニット２が作動することができる。例として、ポンプ３の所望
の吐出量は、適切な操作要素により設定することができる。しかしながら、操作要素及び
すべての制御線は、明瞭さの理由のために表示していない。
【００２７】
　ポンプユニット２に接続されているのはポンプチューブ５であり、ポンプユニット２の
ポンプ３によりポンプチューブ５を通して流体を送ることができる。ここで、ポンプ３は
、例えば、リンス液がポンプチューブ５の自由端６に現れるように、ポンプチューブ５を
通して貯留容器(ここでは表示せず)からリンス液を送ることができる。また、ポンプチュ
ーブ５の自由端６での流体が、吸引されて、ポンプチューブ５を通して回収容器(ここで
は表示せず)に送られるように、ポンプユニット２のポンプ３を反対方向に働かせること
は可能である。
【００２８】
　更に、光源７はポンプユニット２に設けられている。光源７は、そのスイッチのオン状
態において作動可能であり、及びコントロールユニット４によりその強度を制御可能であ
る。
【００２９】
　光源７は、単一の光源、例えば発光ダイオード(ＬＥＤ)を含むことができる。代替的に
、光源７は、複数の異なる色を有して、個々に作動可能なＬＥＤでもよく、－特に、赤、
緑、青、及び白－、光源７により放射された光が、異なる色を持つ個々の発光体の強度を
変化させることにより、全体的に、その色に関して追加的に設定することができる。この
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場合、コントロールユニット４は、色、又は光源７の色の変化を制御するように構成され
ている。
【００３０】
　光ファイバー８は、ポンプチューブ５に沿って設けられている。その第１の端部９で、
光源７からの光が光ファイバー８に連結されるように、光ファイバー８は構成されている
。第１の端部９で光ファイバー８に連結された光は、光ファイバー８の第２の端部１０で
再び現れ、そして、光の点としてそこで認識可能である。ここで、光ファイバー８の第２
の端部１０は、ポンプチューブ５の自由端６に配置されており、更に正確には、ポンプチ
ューブ５の自由端６から５ｃｍの位置に配置されている。
【００３１】
　コントロールユニット４は、ポンプユニット２、及び特にポンプ３の作動状態に依存す
る方法で光源７を制御するように具体化される。特に、光源７は、ポンプ３のオンオフ状
態の切り替えと同時にオンオフに切り替えられる。更に、コントロールユニット４は、ポ
ンプ３によって設定された吐出量により光源７が脈動する又は点滅するという方法により
光源７を制御することができる。さらに、ポンプチューブ５を通る流体の流れ方向を変更
することが可能であり、その流れ方向は、色の変更可能な光源７の場合においては、ポン
プ３の吸引方向によって決定される。
【００３２】
　ポンプチューブ５の自由端６は、実際の手術領域へ定期的にもたらされる、あるいは、
少なくとも、それに近づくので、手術室用のポンプデバイス１の場合においては、図１に
示されているように、光ファイバー８の第２の端部１０がポンプチューブ５の自由端６に
配置されるので、執刀医は彼の視界の中に光ファイバー８の第２の端部１０で光の点の形
で関連する情報を得ている。これは、光源７の対応している連結によって、光の点がポン
プユニット２の作動状態に関する情報を再現するからである。特に、従来技術と異なって
、執刀医が、手術領域から視線をそらして、ポンプ上のディスプレイの方へ向くこと、又
はポンプユニット２の作動状態を問い合わせるために、ポンプの作動状態に関して補助す
る人に質問することが、もはや必要としていない。
【００３３】
　図２は、大体において、図１からの実施例に対応する、本発明に係るポンプデバイス１
の第２の実施例を示す。したがって、図１からのものに関して図２に係る実施例において
異なるもののみを、以下に明細書において述べる。残りのものに関しては、上記の説明に
おいて言及されている。
【００３４】
　図２に係る実施例において、光ファイバー８は、ポンプチューブ５の自由端６まで案内
されていない。更に正確に言えば、光ファイバーの第２の端部１０は、ポンプチューブ５
の自由端６に対して３０ｃｍだけ引っ込んで設けられている。
【００３５】
　さらに、光ファイバー８は、その第１の端部９と第２の端部１０との間に複数のフォル
ト（きず）１１を有しており、そのフォルト１１が光出口のために設けられている。した
がって、第１の端部９で連結された光のうちのいくらかが、フォルト１１で表出して、そ
の結果として、フォルト１１のそれぞれが光の単一の点として執刀医に認識可能である。
従って、執刀医は、ポンプチューブ５に沿った多様な光の点を認識することができ、それ
ぞれの点が、ポンプユニット２の作動状態を示している。
【００３６】
　図２における詳細な図Ａは、フォルト１１をより詳細に示している。ポンプチューブ５
の壁１２の外側に設けられた光ファイバー８は、クラッディング１４により覆われた光ガ
イドコア１３を備える。クラッディング１４は光ガイドコア１３より低い屈折率を有して
おり、原則として、コア１３からクラッディング１４への移行で全内面反射が生じる。光
ファイバー８はフォルト１１の領域において切り込みを有しており、そのためクラッディ
ング１４が中断されている。従って、切り込みにおいては全内面反射が生じない。更に正
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確に言えば、光は、フォルト１１の領域における光ガイドコア１３から漏れている。この
光出口は、フォルト１１における光の点として、執刀医により認識することができる。
【００３７】
　光ファイバーの第１の端部９から続く、２つの隣接したフォルト１１のそれぞれの間の
距離は、光ファイバーの第２の端部１０に向かって短くしている。ここに、ポンプユニッ
ト２から続く、最も長い距離は、最も近接した２つのフォルト１１の間であり、一方、最
も短い距離は、光ファイバー８の第２の端部１０に最も近い２つのフォルト１１の間であ
る。
【００３８】
　この距離の結果、ほぼ同じ光の量がチューブ５の単位長さ当たりで出射される可能性が
ある。ここで、当業者は、すべてのフォルト１１で実質的に同じ強度を得るために、２つ
の隣接したフォルト１１の間における必要な個々の距離を容易に適切に選択することがで
きる。光ファイバー３の第２の端部１０は、図２に係る実施例においては自由端であり、
したがって、それは光の点として執刀医に同様に認識可能である。
【００３９】
　図２に係る実施例においては、ポンプユニット２が更に温度センサー１５を有しており
、それにより、ポンプチューブ５を通して運ばれる流体の温度が測定される。コントロー
ルユニット４は、光源７の色が温度センサー１５からの測定値に従って変化するという実
施例である。例として、測定された温度が所定温度の範囲内で変化する場合には、光源７
の色を緑とすることができる。測定された温度がこの温度範囲の外である場合には、光源
７の色を赤の方に変更することができる。
【００４０】
　図１及び図２に従ったデバイスにおいて使用されているように、図３は、概略断面図に
おいて、ポンプチューブ５の２つの変形例を示す。
【００４１】
　図３ａに従った変形例において、光ファイバー８はポンプチューブ５の外側に設けられ
ている。ここで、光ファイバー８は、ポンプチューブ５に対して回顧的に接着接合をする
ことができる。しかしながら、また、光ファイバー８はポンプチューブ５と同時押出し成
形することが可能である。
【００４２】
　図３ｂに従ったポンプチューブ５は、マルチルーメンチューブとして実施されており、
光ファイバー８がマルチルーメンチューブの１つの室を通して案内されている。ここで、
ポンプチューブ５は、少なくとも光が光ファイバー８から表出する点において、－即ち、
第２の端部１０、及び／又はフォルト１１において－透明である。例として、内視鏡検査
照明、レーザーアプリケーションなどのための光ファイバーは、マルチルーメンチューブ
の残りの室を通って、流体搬送のための中央の室の隣りに通すことができる。光ファイバ
ー８は、マルチルーメンチューブと同時押出し成形することができ、又は、既に利用可能
なマルチルーメンチューブに対して回顧的に導入することができる。
【００４３】
　図４は、本発明に係る配置(設備)を示しており、ポンプデバイス１及び内視鏡２０で構
成されている。ポンプデバイス１は、図１からのものに対応するものであり、そこで成さ
れた説明をここに述べられる。内視鏡光学に加えて、内視鏡２０はリンス液のための給水
路を有しており、それによって、検査される空洞が満たされ、そして洗浄され得る。関連
する内視鏡は先行技術から知られている。
【００４４】
　ポンプデバイス１は、関連する配置(設備)において貯留容器２１からの洗浄流体を供給
するように実施されている。ポンプデバイス１のポンプユニット２の作動状態は、光ファ
イバー８の第２の端部１０における光の点によって執刀医に表示されており、この場合に
おいて、前記の光の点が、ポンプチューブ５(図１に関する説明参照)の端部６でのその配
置により内視鏡２０に接近して配置されている。したがって、執刀医は、手術領域の直ぐ
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近くにおいてポンプユニット２の作動状態に関する情報を得ることができ、したがって、
彼はこの情報を難なくついでに認識することができる。

【図１】 【図２】
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【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４】
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